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各派内示・記者会見資料 （平成21年11月25日）

平 成 2 1 年 1 2 月 秋 田 市 議 会 定 例 会 提 出 予 定 案 件

件 名 説 明

「 条 例 案 」 ６件

１ 秋田市職員給与条例等の一部を改正す ○改正理由

る件 職員の１週間当たりの勤務時間を短縮し、

勤務時間の割振りを改めるとともに、必要な

勤務条件について整備するため、改正しよう

とするもの

○改正要旨

１ １週間当たりの勤務時間を、40時間から

38時間45分に改める。

２ 月曜日から金曜日までの５日間に割り振

る勤務時間を、１日につき８時間から７時

間45分に改める。

３ 再任用短時間勤務職員等に係る時間外勤

務手当について、割増しの対象としない時

間外勤務の時間と正規の勤務時間との合計

時間を、８時間から７時間45分に改める。

４ 公務の運営上の事情により特別の形態に

よって勤務する必要のある育児短時間勤務

職員の勤務時間を短縮する。

５ 修学部分休業および高齢者部分休業の取

得可能時間および取得単位時間を改める。

○施行期日 平成22年４月１日から。条例の

施行に関し必要な経過措置を規定する。

２ 秋田市立学校設置条例の一部を改正す ○改正理由

る件 金足東小学校を下新城小学校に統合するこ

とに伴い、金足東小学校を廃止するため、改

正しようとするもの

○改正要旨

金足東小学校を廃止する。

○施行期日 平成22年４月１日から
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３ 秋田市文化会館条例の一部を改正する ○改正理由

件 中央公民館等の文化会館内への移転に伴い、

第二会議室等を廃止するため、改正しようと

するもの

○改正要旨

中央公民館等の施設となる第二会議室等を

廃止する。

○施行期日 平成22年４月１日から

４ 秋田市公民館設置条例の一部を改正す ○改正理由

る件 中央公民館の文化会館内への移転に伴い、

位置を改めるため、改正しようとするもの

○改正要旨

中央公民館の位置を「大町二丁目３番27号」

から「山王七丁目３番１号」とする。

○施行期日 平成22年４月１日から

５ 秋田市女性学習センター条例の一部を ○改正理由

改正する件 女性学習センターの文化会館内への移転に

伴い、位置を改めるため、改正しようとする

もの

○改正要旨

女性学習センターの位置を「大町二丁目３

番27号」から「山王七丁目３番１号」とする。

○施行期日 平成22年４月１日から

６ 秋田市水道事業等の設置等に関する条 ○改正理由

例の一部を改正する件 農業集落排水事業および個別排水処理事業

に地方公営企業法を適用し、これらの事業と

下水道事業の組織を一元化するため、改正し

ようとするもの

○改正要旨

１ 本市に設置する事業に農業集落排水事業

および個別排水処理事業（以下「農業集落

排水事業等」という。）を加えるとともに、

農業集落排水事業等に地方公営企業法の規

定の全部を適用する。

２ 農業集落排水事業等の排水区域面積、排

水人口および１日最大処理能力を規定する。

○施行期日等 平成22年４月１日から。関係

条例の一部を改正し、規定を整備する。
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「 単 行 案 」 ８件

７ 秋田市ポートタワーおよび秋田港振興 ○秋田市ポートタワーおよび秋田港振興セン

センターの指定管理者を指定する件 ターの指定管理者を指定しようとするもの

・指定管理者 株式会社東北ダイケン秋田支店

・指定の期間 平成22年４月１日～

平成27年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

８ 市道路線を認定する件 ○宅地造成に伴い新設された道路等を一般交

通の用に供するため、市道路線に認定しよう

とするもの

・認定路線 ７路線 延長 1,486.6ｍ

・認定後の市道総延長 約 1,968Kｍ

※提出根拠法：道路法第８条第２項

９ 秋田市斎場改築工事請負契約を締結す ○秋田市斎場改築工事請負契約を締結しよう

る件 とするもの

・工事場所 秋田市外旭川字山崎213番地ほか

・契約金額 1,281,000,000円

・契 約 先 中田・加藤・三菱マテリアル電

子化成特定建設工事共同企業体

・工 期 平成23年６月15日まで

・工事概要

敷地面積 14,331.05㎡

構造規模 鉄筋コンクリート造２階建て

建築面積 3,637.30㎡

延べ面積 4,501.17㎡

主要諸室 エントランスホール・告別ホ

ール・告別室（３室）・収骨室

（３室）・待合室（９室）・待合

ホール ほか

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

10 秋田市斎場改築電気設備工事請負契約 ○秋田市斎場改築電気設備工事請負契約を締

を締結する件 結しようとするもの

・工事場所 秋田市外旭川字山崎213番地ほか

・契約金額 266,700,000円

・契 約 先 本荘・布谷・ヌノタニ特定建設

工事共同企業体
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・工 期 平成23年６月15日まで

・工事概要

受変電設備工事・自家発電設備工事・電

灯設備工事・動力設備工事・監視カメラ

設備工事・案内表示設備工事 ほか

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

11 秋田市斎場改築空気調和設備工事請負 ○秋田市斎場改築空気調和設備工事請負契約

契約を締結する件 を締結しようとするもの

・工事場所 秋田市外旭川字山崎213番地ほか

・契約金額 327,600,000円

・契 約 先 山二・羽後・清三屋特定建設工

事共同企業体

・工 期 平成23年６月15日まで

・工事概要

機器設備工事・配管設備工事・ダクト設

備工事・床暖房設備工事・自動制御設備

工事・換気設備工事

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

12 秋田市立土崎中学校特別・普通教室棟 ○秋田市立土崎中学校特別・普通教室棟改築

改築工事請負契約を締結する件 工事請負契約を締結しようとするもの

・工事場所 秋田市土崎港北一丁目３番１号

・契約金額 317,100,000円

・契 約 先 長谷駒・石川・石井建設工事共

同企業体

・工 期 平成22年10月29日まで

・工事概要

校舎改築工事

（鉄筋コンクリート造２階建て）

床面積 １階944.82㎡、２階930.29㎡

延べ面積 1,875.11㎡

既存校舎改修工事

（鉄筋コンクリート造３階建て）

既存校舎改修部分 68.0㎡

渡り廊下改修工事

（鉄筋コンクリート造）

渡り廊下改修部分 55.5㎡

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項
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13 新屋比内町市営住宅建替事業特定事業 ○平成19年議案第80号新屋比内町市営住宅建

契約の一部変更契約を締結する件 替事業特定事業契約を締結する件の一部変更

契約を締結しようとするもの

・変更理由 法令改正等への対応を要するため

・変更内容

特定事業の契約金額 3,759,000,000円を

3,774,499,012円に

住宅瑕疵担保責任保険加入経費

安全対策に係る仮設工事費の増額

新屋沖田町市営住宅解体工事費の増額

※提出根拠法：民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第９条

地方自治法第96条第１項

14 秋田市農業集落排水会計への繰入額を ○農業集落排水会計に対する一般会計からの

変更する件 繰入額を変更しようとするもの

・変更前 164,723千円以内

・変更後 168,927千円以内

・増減額 4,204千円増

※提出根拠法：地方財政法第６条

「 予 算 案 」 12件

15 平成 21年度秋田市一般会計補正予算 ○資料別紙

（第７号）の件

16 平成21年度秋田市土地区画整理会計補

正予算（第３号）の件

17 平成21年度秋田市市有林会計補正予算

（第１号）の件

18 平成21年度秋田市市営墓地会計補正予

算（第３号）の件

19 平成21年度秋田市中央卸売市場会計補

正予算（第１号）の件

20 平成21年度秋田市農業集落排水会計補

正予算（第２号）の件
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21 平成21年度秋田市大森山動物園会計補

正予算（第５号）の件

22 平成21年度秋田市廃棄物発電会計補正

予算（第１号）の件

23 平成21年度秋田市介護保険事業会計補

正予算（第３号）の件

24 平成21年度秋田市病院事業会計補正予

算（第１号）の件

25 平成21年度秋田市水道事業会計補正予

算（第３号）の件

26 平成21年度秋田市下水道事業会計補正

予算（第２号）の件

「追加提案」

「 人 事 案 」 ５件

27 秋田市教育委員会委員の任命について ○教育委員会委員齊藤宣子氏の任期満了（平

同意を求める件 成21年12月26日付）に伴い、その後任の任命

について同意を求めようとするもの

・任期４年

※提出根拠法：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

28 人権擁護委員の候補者の推薦について ○人権擁護委員伊岡森久明氏の任期満了（平

意見を求める件 成22年３月31日付）に伴い、その後任候補者

の推薦について意見を求めるもの

・任期３年

※提出根拠法：人権擁護委員法第６条第３項

29 人権擁護委員の候補者の推薦について ○人権擁護委員早川ヒトミ氏の任期満了（平

意見を求める件 成22年３月31日付）に伴い、その後任候補者

の推薦について意見を求めるもの

・任期３年

※提出根拠法：人権擁護委員法第６条第３項
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30 人権擁護委員の候補者の推薦について ○人権擁護委員山本尚子氏の任期満了（平成

意見を求める件 22年３月31日付）に伴い、その後任候補者の

推薦について意見を求めるもの

・任期３年

※提出根拠法：人権擁護委員法第６条第３項

31 人権擁護委員の候補者の推薦について ○人権擁護委員吉田明子氏の任期満了（平成

意見を求める件 22年３月31日付）に伴い、その後任候補者の

推薦について意見を求めるもの

・任期３年

※提出根拠法：人権擁護委員法第６条第３項


